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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

（1）業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を以

下のとおり定めております。

内部統制システム構築の基本方針

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、事業活動の上で、企業の社会的責任を果たすための遵守すべき企業行動規範を定め、役職員がこ

れを実践する。
役職員全員に法令・定款等の遵守を徹底・推進するため、コンプライアンス推進部を設置する。当該部署

は、コンプライアンス規程に従い、関係会社を含めた各部署にコンプライアンス担当者を指名し、コンプラ
イアンスに関する周知事項を組織内に浸透させるとともに、コンプライアンスに関する状況監査を実施し、
役職員に研修を通じてコンプライアンス意識の更なる徹底・推進を図る。
法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、当社グループの役職員や家族が利用でき

る報告窓口を社内・社外双方に設置し、協力業者が通報する窓口もホームページに設置する。取締役会は、
当該報告したことを理由として報告した者に不利な取扱いをしないよう規程を整備し、通報制度の実効性を
確保する。万一コンプライアンスに違反する事態が発生した場合には、コンプライアンス推進部は、違反事
項についての調査の必要性の有無、是正・再発防止策の策定などについて担当取締役に報告する。経営に重
大な影響を及ぼす恐れのある行為等に関しては、社長をメンバーとする「危機管理対策本部」を設置、対応
しその答申をもって是正措置を講じる。
また、社外出身者を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の諸問題への対

応を行うことで、より強固な体制を構築する。
反社会的勢力への対応については、反社会的勢力とは関係を一切持たないとの行動規範を厳守するととも

に、対応を統轄する部署を総務部とし、マニュアルの整備、対応の周知徹底を図る。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び社内規程に基づき、文書等の保存・管理を行う。
また、情報の管理については、個人情報保護に関する基本方針、社内規程を整備し、これに基づいて対応

する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループのリスク管理を適正に行うため、リスク管理及び危機管理規程を定め、損失の最小化と持続

的成長を図る。
サステナビリティ戦略会議（リスク・機会マネジメント委員会、環境委員会）は、リスク等情報の集約を
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行い、組織横断的にリスクを監視し、当社グループのリスクを総合的に管理する。同会議は、個別リスクご
とに責任部署を定め、当該リスクに関する「予防的リスク管理体制」と「発見的リスク管理体制」を構築す
る。
リスク管理の整備・運用上の有効性評価は同会議が行い、問題がある場合には、各々の責任部署に対し是

正勧告を行う。同会議は、自ら定めた個別リスクの責任部署及び予防的リスク管理体制・発見的リスク管理
体制並びに当該リスクの管理状況を社長・本部長会議及び取締役会に報告する。
社長・本部長会議はサステナビリティ戦略会議からの報告内容（重要リスク、具体的対応策及び目標）を

審議・承認し、必要に応じ同会議に指示する。社長・本部長会議は承認した内容を取締役会に報告する。
取締役会は、「リスク管理責任部署−サステナビリティ戦略会議−社長・本部長会議−取締役会」という

リスクに関する報告体制及び監督・指示体制を構築し、監査室はその運用状況を監視する。取締役会は社
長・本部長会議からの報告内容を審議し、会社としての最終的な承認を行う。また必要に応じて社長・本部
長会議に指示し、監督する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定及び監督と業務執行を分離し、取締役会が効率的にそ

の職務を行う体制を構築する。社長・本部長会議を設置し、主に持続的成長のための重要な事項について事
前審議を行い、取締役会における経営判断の迅速性と適正性を確保する。
経営計画のマネジメントについては、取締役会が決定した経営の基本方針、中期経営計画及び年度計画に

基づき、業務執行取締役及び執行役員が目標達成のための戦略を立て、業務を執行する。経営目標が計画通
りに進捗しているか否かについては、取締役会及び経営会議において報告を受けるものとし、取締役会は必
要に応じて業務執行取締役及び執行役員に計画修正を求め実行させる。
業務執行のマネジメントについては、取締役会規則に附議すべき事項を定め、必要に応じ社長・本部長会

議で審議し、充分な情報に基づき取締役会が的確な意思決定を行う体制を構築する。

⑤企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を定め、関係会社を管理・指導する

ことにより、当社グループ事業の発展を図ることを目的とする。
関係会社を管理する部署を各事業本部及び経営企画部とし、関係会社の取締役及び従業員が当社に報告す

る事項を定め、定期的に経営状況に関する報告を受けるとともに、当該会社が効率的に経営目的を達成でき
るよう管理・指導する。
また、関係会社からの報告事項は、業務執行取締役及び執行役員又は関係会社を管理する部署が、取締役

会及び経営会議に報告することとし、コンプライアンスを重視した業務が適正に遂行されているかを適切に
管理する。
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⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を
除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する
事項
監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、取締役からの指揮・命令を受け

ない専任のスタッフを配置する。
当該スタッフには、監査に必要な調査や情報収集等の各部署の協力体制を構築し、監査等委員会の指示の

実効性を確保する。
また、当該スタッフの人事異動及びその考課については、監査等委員会の同意を得て行うものとする。

⑦取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の
監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役、執行役員及び使用人は、監査等委員会に対して次の事項を遅滞なく報告するものとする。
なお、子会社の使用人等からの報告については、子会社の執行部門から直接、あるいは関係会社を管理す

る部署を経由して間接的に報告するものとする。
・法令、定款違反や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・経営に関する重要事項及び財務・経理に関する重要事項
・コンプライアンスに関する重要事項
・その他監査等委員会が報告を求めた事項、監査上有用と判断される事項
取締役及び取締役会は、各所管部門が監査等委員会に適切に報告するための体制を構築・運用するととも

に、上記報告をしたことを理由に報告した者が不利な取扱いを受けないよう、監査等委員会への報告体制の
実効性を確保する。

⑧その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査費用に係る方針に関する
事項
取締役は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の体制の整備に努めなけれ

ばならない。
・監査等委員の重要会議への出席、代表取締役や本部長等との定期的な会合、主要な稟議書その他業務執
行に関する重要な文書の閲覧、業務執行取締役や執行役員等への説明要求に対する対応

・監査等委員会と業務監査を担当する監査室、コンプライアンス監査を担当するコンプライアンス推進部
との連携

・財務報告の信頼性確保のため、会計監査人からの報告及び監査室・経理部からの監査等委員会に対する
報告

取締役及び取締役会は、監査費用について予算を計上し、監査活動に支障が生じないよう努めるととも
に、監査等委員会が職務執行のために必要と認める弁護士・公認会計士等専門家に対する報酬、調査等の費
用を負担する。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記方針に基づいて、業務の適正を確保するための体制の整備とその適切な運用に努めておりま

す。当事業年度において実施した主な取り組みは、以下のとおりです。

①コンプライアンスに関する取り組み
・コンプライアンスに関する諸規程を整備するとともに、役職員に対する定期的な教育を継続的に実施する
ことにより、コンプライアンス意識の向上を図っております。

・当事業年度はコンプライアンス委員会を13回開催いたしました。同委員会では、コンプライアンス上の諸
問題への対応を行うほか、役職員に対する研修会やアンケート調査を継続的に実施しております。

・内部通報制度として「Nishimatsuホットライン」を設置しております。本制度に対する職員からの信頼
感を高めるため、通報者又は相談者に不利益のない範囲で、年１回、その運用状況を社内のイントラネッ
トに開示しております。

・反社会的勢力との接触が疑われる場合に迅速かつ的確な対応を図れるよう、社内体制及び社外関係先との
協力体制を整備しております。また「反社会的勢力への対応マニュアル」を定期的に改訂し、社内のイン
トラネットを通じて役職員への周知を図っております。

②リスク管理に関する取り組み
・監査室が個別リスクの責任部署に対して調査・ヒアリングを実施し、その結果を基に、リスク・機会マネ
ジメント委員会において定期的なモニタリングを実施しました。これにより当社グループに重大な影響を
及ぼすリスクを把握・分析するとともに、重点リスク管理項目の見直しを行いました。

・当社は、大規模災害リスク及び感染症リスクへの対応策として、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定･運用し
ております。また、大規模災害発生時における対策本部事務局の対応力向上とＢＣＰの有効性確認を目的
として、定期的に訓練を実施しております。

③取締役の職務執行の適正及び効率性の確保に関する取り組み
・当社は、取締役会における経営判断の迅速性と適正性を確保するため、社長・本部長会議を設置し、主に
持続的成長のための重要な事項について事前審議しております。当事業年度は社長・本部長会議を27回開
催しました。

・当社は、長期ビジョン「西松-Vision 2030」及び「中期経営計画2025」に基づき、各事業部門の業務執
行取締役及び執行役員が中心となって各施策を実施しております。
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④当社グループにおける業務の適正の確保に関する取り組み
・子会社管理を担当する各部署は、当該子会社より定期的に報告を受け、必要に応じて取締役会及び経営会
議に報告しております。また、当該子会社に対し、適正な業務執行について指導しております。

・監査計画に基づき、当社の監査室による子会社への内部監査を実施するとともに、監査役の派遣等を通じ
て、適宜、子会社の適正な業務執行を監視しております。

⑤監査等委員会監査の実効性確保等の取り組み
・監査等委員は、経営会議やリスク・機会マネジメント委員会などの重要な会議に出席し、稟議書などの重
要書類を閲覧するほか、代表取締役及び業務執行取締役と定期的に会合を行い、業務監査部門、コンプラ
イアンス監査部門、経理部門及び法務部門等から定期的に報告を受けることにより、実効的な監査を実施
しております。

・監査等委員会に事務局を設置し、取締役（監査等委員である者を除く。）の指揮命令系統に属さない専任
のスタッフを配置しております。

・監査等委員である社外取締役に対して十分な情報が提供されるよう、常勤監査等委員や監査等委員会事務
局が適宜報告・支援する体制を構築しております。

・監査等委員会事務局と各部署との間で協力体制を構築し、監査に必要な調査や情報収集等を行うなど、監
査等委員の指示の実効性を確保しております。
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連結株主資本等変動計算書

(自至 2024
2025

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)

（単位：百万円）

株 主 資 本 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主
持 分

純 資 産
合 計資 本 金 資 本

剰 余 金
利 益
剰 余 金 自己株式 株主資本

合 計
そ の 他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調整
累 計 額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 23,513 20,792 163,358 △57,344 150,320 16,905 19 2,053 △479 18,498 8,037 176,856

当期変動額

剰余金の配当 △9,526 △9,526 △9,526

親会社株主に帰属
する当期純利益 17,543 17,543 17,543

自己株式の取得 △6 △6 △6

自己株式の処分 4 4 4

自己株式の消却 △0 △49,125 49,125 − −

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 2 2 2

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額) △6,078 △14 1,727 △327 △4,693 1,009 △3,683

当期変動額合計 − 2 △41,108 49,123 8,017 △6,078 △14 1,727 △327 △4,693 1,009 4,333

当期末残高 23,513 20,795 122,249 △8,220 158,337 10,826 5 3,780 △807 13,805 9,047 181,190
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連 結 注 記 表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 15社
主要な連結子会社の名称 西松地所㈱、泰国西松建設㈱

（2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称 嶋静商事㈱、新浦安駅前PFI㈱
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼし
ていないためである。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

関連会社の数 ２社
関連会社の名称 エヌエナジー株式会社、IN Infra Australia Pty Ltd
IN Infra Australia Pty Ltdは、株式取得に伴い、当連結会計年度より持分法適用の範囲に含め

ている。
（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

主要な会社等の名称
非連結子会社 嶋静商事㈱、新浦安駅前PFI㈱
関連会社 浜松中央西ビル㈱、㈱増永組

持分法を適用していない理由
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外している。
（3）持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項

決算日が連結決算日と異なる会社について、当該会社の事業年度に係る計算書類を使用している。
3. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
そ の 他 有 価 証 券

市場価格のない株式等以外のもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定している。）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
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② デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販 売 用 不 動 産 個別法による原価法

(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定している。）

未 成 工 事 支 出 金 個別法による原価法
不動産事業等支出金 個別法による原価法

(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定している。）

材 料 貯 蔵 品 移動平均法による原価法
(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定している。）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）
主として定率法（ただし1998年４月１日以降取得した建物（建物附属
設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については定額法）

② 無 形 固 定 資 産 定額法
③ リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 完成工事補償引当金
完成工事にかかる瑕疵補修等の費用に充てるため、過去の一定期間における補償実績率による

算定額及び特定物件における将来の補修等の見込額を計上している。
③ 役員株式給付引当金

取締役及び執行役員を対象とした業績連動型報酬制度による当社株式の交付に備えるため、役
員等に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上している。

④ 役員賞与引当金
取締役及び執行役員を対象とした業績連動型報酬制度による現金での支給見込額を計上してい

る。
⑤ 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
⑥ 工事損失引当金
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将来損失の発生が見込まれる工事について、その損失額が合理的に見積ることができる場合に、
その損失見込額を計上している。

⑦ 不動産事業等損失引当金
将来損失の発生が見込まれる不動産事業等について、その損失額が合理的に見積ることができ

る場合に、その損失見込額を計上している。
（4）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっている。
・数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理することとしている。
なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務の額を超えている場合には、連結貸

借対照表の退職給付に係る資産に計上している。
② 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの主たる事業である建設事業においては、工事請負契約に基づき建物等の設計及
び施工等を顧客に提供している。なお、当社の取引に関する主な支払条件は、契約により顧客と
合意した支払条件であり、契約に重要な金融要素は含まれていない。

・ 一定の期間にわたり収益を認識する方法
建設事業における工事契約に関して、主に長期の工事契約においては一定の期間にわたり履行

義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。履行義
務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、工事原価総額見積額に対する発生原価の割合(インプッ
ト法)で算出している。

・ その他の方法による収益の認識
履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない工事については、発生した原価と同

額の収益を認識している（原価回収基準）。また、契約金額が僅少であり、期間がごく短いと合理
的に想定される工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。

③ ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、振当処理の要件を満た

している為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例
処理によっている。

④ 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
当社の建設事業におけるジョイント・ベンチャー（共同企業体）に係る会計処理は、主として

構成員の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する方法によっている。
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（会計方針の変更に関する注記）
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用している。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書き
に定める経過的な取扱いに従っている。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響は軽微であ
る。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算

書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用している。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結計算
書類となっている。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計算書類への影響は軽微であ
る。

（表示方法の変更に関する注記）
（連結損益計算書）

前連結会計年度に「特別損失」の「その他」に含めて表示していた「固定資産除却損」（前連結会計年度
15百万円）と「投資有価証券評価損」（前連結会計年度６百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結
会計年度より独立掲記している。

（会計上の見積りに関する注記）
１．一定の期間にわたり収益を認識する方法における見積り
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

完成工事高 329,865百万円
工事損失引当金 1,214百万円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用するにあたって、既に発生した原価の工事原価総

額見積額に占める割合により算定された進捗率（インプット法）に基づき完成工事高の計上を行っ
ている。なお、工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度について、個別の工事契
約ごとに、決算日において入手可能なすべての情報に基づき最善の見積りを行っている。
工事収益総額の算定においては、未確定の追加・設計変更工事代金がある場合、発注者との協議

状況等をもとに見積った額を確定契約額に加減している。また、工事原価総額の算定においては、
協力会社との外注費・材料費等の交渉状況のほか、個別の工事契約ごとの諸条件をふまえた仮定に
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基づき、決算日後に発生する工事原価の見積りを行っている。なお、これらの見積りの結果、決算
日後に損失の発生が見込まれる工事について、その損失見込額を工事損失引当金として計上してい
る。
このため、これらの諸条件を含めた見積りの前提条件の変更により、翌連結会計年度の連結計算

書類に重要な影響を与える可能性がある。

２．完成工事補償引当金
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

完成工事補償引当金 1,829百万円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループは、完成工事に係る瑕疵補修等の費用に充てるため、過去の一定期間における補償

実積率による算定額及び特定物件における将来の補修等の見込額を計上している。実積率による算
定においては、過去3年間の完成工事高と瑕疵補修等の費用発生額との割合と同程度の瑕疵補修等
の費用が将来発生すると仮定して算定しており、また、個別見積りによる算定においては、特定の
物件において将来の瑕疵補修等の発生が見込まれ、かつ、金額を合理的に見積ることができる場合
に物件単位で補修等の見込額を計上している。これらの引当金計上額については現時点で入手可能
なすべての情報に基づき最善の見積りを行っているが、外注費・材料費等の価格の変動など見積り
の前提条件の変更により、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性がある。

（追加情報）
(取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
１．取引の概要

当社は、2021年６月29日開催の第84期定時株主総会の決議を受けて、当社の取締役（監査等委
員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。）及び執行役員（以下、対象者を総称
して「当社取締役等」という。）に対する報酬の一部として、信託を活用して当社普通株式及び当社
普通株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する業績連動型株式報酬制度を導入している。この
制度導入に伴い、当社は受託者であるみずほ信託銀行株式会社の再信託受託者株式会社日本カストデ
ィ銀行（信託E口）に対し、現金を拠出し、これをもとに当社株式を購入している。
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2．信託に残存する当社株式
当該株式給付信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する

取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に準じて、総額法を適用
している。これにより、信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額で株主資本の「自己株
式」に計上している。なお、取締役等に信託を通じて当社株式が交付される時点において、自己株式
の処分を認識している。
信託に残存する当社株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末において755百万円及び224

千株である。

（連結貸借対照表に関する注記）
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)次の債務に対して、下記の資産を担保に供している。
（担保に供している資産）

土地 12,265百万円
（対応する債務）

長期借入金 17,864百万円
(2)下記の資産を関係会社等の借入金他の担保に供している。

建物・構築物 225百万円
土地 36百万円
投資有価証券 290百万円

計 553百万円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 41,550百万円
3. 保証債務 53百万円

関連会社等の借入債務について保証を行っている。
4. 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示している。なお、損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金
に対応する額は166百万円である。

5. 貸出コミットメント総額 15,000百万円
借入実行残高 −百万円
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（連結損益計算書に関する注記）
１．売上原価のうち工事損失引当金繰入額 116百万円
２．減損損失

当社グループは、自社使用の事業用資産については事業所又は国単位に、個別の賃貸用資産及び遊休
資産については物件ごとにグルーピングしている。
下記の資産について、収益性の低下により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失2,072百万円として特別損失に計上している。

場所 用途 種類 減損損失
（百万円）

山口県山陽小野田市 事業用資産 建物、構築物、機械装置等 2,050

熊本県阿蘇郡 事業用資産 機械装置 21

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 41,791,502株
2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年６月26日
定時株主総会 普通株式 5,557 140.00 2024年３月31日 2024年６月27日

2024年10月31日
取締役会 普通株式 3,969 100.00 2024年９月30日 2024年12月３日

計 9,526

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2025年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提

案している。
① 配当金の総額 4,763百万円
② １株当たり配当額 120円
③ 基準日 2025年３月31日
④ 効力発生日 2025年６月27日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定している。
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（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行
借入や、コマーシャル・ペーパー及び社債発行による方針である。デリバティブは、外貨建取引の
為替相場変動リスク及び借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わな
い。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、取引先の信用リスクに晒されている。当該リ

スクに関しては、工事受注前における取引先の与信審査を行うとともに、工事受注後についても、
取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うことにより、取引先の財務状況等の悪化等による回収懸
念の早期把握や軽減を図っている。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式で

あり、市場価格の変動リスクに晒されている。当該リスクに関しては、時価や発行会社の財務状況
等を定期的に把握し、保有状況を継続的に見直している。
貸付金は、主に取引先企業等に対し行っているが、取引先の信用リスクに晒されている。当該リ

スクに関しては、個別案件ごとに取引開始前に与信審査を行っている。また、取引先ごとの期日管
理及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状況を定期的に把握している。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが１年以内の支払期日である。
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債のうち、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主

に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達である。変
動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものの一部については、
支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引
（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用する場合がある。なお、ヘッジの有効性の評価方法に
ついては、金利スワップの特例処理の要件を満たす場合、その判定をもって有効性の評価を省略し
ている。
デリバティブ取引に際しては、デリバティブの取組方針に則して、取引開始前に審査を行い、定

期的に取引の実行状況・取引内容の確認を行うことにより、リスク管理を行っている。デリバティ
ブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を行
うこととしている。
また、営業債務や借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債は、流動性リスクに晒されている。

当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理している。
なお、リスク管理体制については、リスク・機会マネジメント委員会が個別リスクごとに責任部

署を定め、その予防的リスク管理体制と発見的リスク管理体制を構築することとしている。
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（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することもある。

2. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

連結貸借対照表
計上額

（百万円）
（※1、※2）

時価
（百万円）
（※1、※2）

差額
（百万円）

（1）受取手形・完成工事未収入金等 213,590 213,051 △538
（2）有価証券及び投資有価証券（※3） 30,652 30,652 0
（3）長期貸付金 7,799

貸倒引当金(※4) △55
7,744 7,974 229

資産計 251,988 251,678 △309
（1）社債 96,000 93,763 △2,236
（2）長期借入金 40,364 40,326 △37

負債計 136,364 134,090 △2,273
(※1)「現金預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近

似するものであることから、記載を省略している。
(※2)「支払手形・工事未払金等」「短期借入金」「コマーシャル・ペーパー」「１年内償還予定の社債」につ

いては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してい
る。

(※3)以下の金融商品は、市場価格がないため「(2)有価証券及び投資有価証券」には含まれていない。
当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりである。

区分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

非上場株式 17,761

匿名組合出資金等 33,173

非連結子会社及び関連会社株式 3,482
(※4)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
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また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりである。
①満期保有目的の債券における種類ごとの連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりである。
なお、当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券はない。

種類
連結貸借対照表

計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

（1）時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの
国債 1 1 0

（2）時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの
国債 − − −

合計 1 1 0

② その他有価証券の当連結会計年度中の売却額は12,277百万円であり、売却益の合計額は7,005百
万円である。
なお、その他の有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、連結貸借対照表計上額及

びこれらの差額については、次のとおりである。

種 類
連結貸借対照表

計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

（1）連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
株式 27,191 11,566 15,625

その他 2,422 2,225 196

小計 29,613 13,791 15,821
（2）連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
株式 1,038 1,054 △16

小計 1,038 1,054 △16

合計 30,651 14,846 15,805
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デリバティブ取引
金額的重要性が乏しいため、記載を省略している。

（注１）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金預金 43,418 − − −
受取手形・完成工事未収入金等 181,934 31,655 − −
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券（国債） − 1 − −
満期保有目的の債券（その他） − − − −

長期貸付金 − 2,077 2,949 2,772
合計 225,353 33,734 2,949 2,772

（注２）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

社債 15,000 19,000 19,000 38,000 20,000 −
長期借入金 − 23,010 17,353 − − −
リース債務 20 17 14 11 4 2

合計 15,020 42,027 36,368 38,011 20,004 2

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類している。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価。時価の算定に重

要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
類している。
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 28,229 − − 28,229
その他 − 2,422 − 2,422

資産計 28,229 2,422 − 30,651

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
受取手形・完成工事未収入金等 − 213,051 − 213,051
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
国債 1 − − 1

長期貸付金 − 7,974 − 7,974
資産計 1 221,025 − 221,027

社債 93,763 − − 93,763
長期借入金 − 40,326 − 40,326

負債計 93,763 40,326 − 134,090

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式及び国債は相場価格を用いて評価している。これらの金融商品は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類している。また不動産投資信託は、市場における取引価格が存在しな
いため、直近の基準価額を時価としており、レベル２の時価に分類している。

受取手形・完成工事未収入金等
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味

した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類している。
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長期貸付金
長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシ

ュ・フローと、信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分
類している。

社債
社債の時価は、市場価格のあるものは市場価格に基づき評価しており、その時価をレベル１の時価に分類

している。また、市場価格のないものは元利金の合計額と当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利
率を基に割引現在価値法により算定しており、その時価をレベル２に分類している。

長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額と同様の新規借入を行った場合に想定される利率を基に割

引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類している。

（賃貸等不動産に関する注記）
賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項
当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む。）

を有している。2025年３月期における当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、3,112百万円（賃貸収益は不
動産事業等売上高に、主な賃貸費用は不動産事業等売上原価に計上）である。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりである。

（単位：百万円）
連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

当連結会計年度末の時価
当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

123,813 5,841 129,655 168,102
（注）1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。

2 当期増減額のうち、主な増加額は不動産取得（12,765百万円）である。また、主な減少額は、販売
用不動産等への振替(3,718百万円)、減価償却（2,461百万円）である。

3 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標
等を用いて調整を行ったものを含む。）である。
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（収益認識に関する注記）
1．収益の分解情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

土木事業 建築事業 国際事業
アセット
バリュー
アッド事業

地域環境
ソリューシ
ョン事業

一定の期間にわたり
移転される財又は
サービス

106,641 185,108 38,270 − − 330,021

一時点で移転される
財又はサービス 1,352 8,046 46 15,878 535 25,859

顧客との契約から
生じる収益 107,994 193,154 38,317 15,878 535 355,880

その他の収益 − − − 10,930 − 10,930

外部顧客への売上高 107,994 193,154 38,317 26,808 535 366,811

2．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債 (単位：百万円)

連結貸借対照表計上額
（2025年3月31日）

顧客との契約から生じた債権（期首残高) 59,674

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 50,026

契約資産（期首残高） 144,317

契約資産（期末残高） 162,888

契約負債（期首残高） 27,529

契約負債（期末残高） 32,285
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契約資産は、主に期末時点で履行義務を充足しているがまだ請求していない工事に係る対価に関連する
ものである。契約資産は、支払に対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられる。
契約負債は、主に顧客からの未成工事受入金に関連するものである。
なお、建設業においては、契約により通常の支払時期が異なり、履行義務を充足する時期との間に明確

な関連性はない。
当連結会計年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、19,023百

万円である。
また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認識した収益に重要性はない。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社単体における残存履行義務に配分した取引価格の総額は以下のとおりである。
なお、顧客との契約から生じるすべての対価のほか、未確定の追加・設計変更工事代金を見積りした額

が含まれている。
(単位：百万円)

セグメント
合計

土木事業 建築事業 国際事業

残存履行義務 383,751 314,264 73,650 771,666

土木事業の履行義務は概ね６年以内、建築事業の履行義務は概ね２年以内、国際事業の履行義務は概ね
５年以内に充足する見込みである。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていな
い重要な金額はない。

（１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり純資産額 4,361円27銭
2. １株当たり当期純利益 444円46銭
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（重要な後発事象に関する注記）
連結子会社である西松台灣投資股份有限公司（決算日：12月31日）は、事業計画に基づき、保有する投資

有価証券を売却した。

資産譲渡の概要
1．譲渡する相手会社の名称
兆豐國際商業銀行及び台湾証券取引所

２．譲渡資産の種類
非上場株式１銘柄

３．譲渡の時期
2025年3月27日

４．譲渡価額
2,860,936千NT$（円換算額12,902百万円）
※2025年3月末日時点のレートで換算を行っている。
１NT$（台湾ドル）＝4.51円

５．連結計算書類に与える影響
当該取引が翌連結会計年度の損益計算書に与える影響は軽微である。

（その他の注記）
該当事項なし。
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株主資本等変動計算書

(自至 2024
2025

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)

（単位：百万円）
株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産
合 計資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換算
差額等
合 計

資 本
準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合 計

利 益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰余金
合 計

買換資産
圧 縮
積立金

別 途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 23,513 20,780 0 20,780 5,878 855 136,475 16,272 159,481 △57,344 146,430 16,905 16,905 163,336

当 期 変 動 額

買換資産圧縮
積立金の取崩 △14 14 − − −

別途積立金の取崩 △45,000 45,000 − − −

剰余金の配当 △9,526 △9,526 △9,526 △9,526

当期純利益 17,535 17,535 17,535 17,535

自己株式の取得 △6 △6 △6

自己株式の処分 4 4 4

自己株式の消却 △0 △0 △49,125 △49,125 49,125 − −

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − △6,078 △6,078 △6,078

当期変動額合計 − − △0 △0 − △14 △45,000 3,897 △41,117 49,123 8,006 △6,078 △6,078 1,927

当 期 末 残 高 23,513 20,780 − 20,780 5,878 840 91,475 20,169 118,364 △ 8,220 154,437 10,826 10,826 165,264
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個 別 注 記 表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

満 期 保 有 目 的 の 債 券 償却原価法（定額法）
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定している。）

市 場 価 格 の な い 株 式 等 移動平均法による原価法
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販 売 用 不 動 産 個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定している。）

未 成 工 事 支 出 金 個別法による原価法
不 動 産 事 業 等 支 出 金 個別法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定している。）

材 料 貯 蔵 品 移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定している。）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）
定率法（ただし1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法）

② 無 形 固 定 資 産 定額法
③ リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 完成工事補償引当金
完成工事にかかる瑕疵補修等の費用に充てるため、過去の一定期間における補償実績率による

算定額及び特定物件における将来の補修等の見込額を計上している。
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③ 役員株式給付引当金
取締役及び執行役員を対象とした業績連動型報酬制度による当社株式の交付に備えるため、役

員等に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上している。
④ 役員賞与引当金

取締役及び執行役員を対象とした業績連動型報酬制度による現金での支給見込額を計上してい
る。

⑤ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

⑥ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理することとしている。
なお、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取り扱いが連結貸借対照表と異なってい

る。また、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務に当該企業年金制度に係る未認識数
理計算上の差異等を加減した額を超えている場合には、貸借対照表の前払年金費用に計上してい
る。

⑦ 工事損失引当金
将来損失の発生が見込まれる工事について、その損失額が合理的に見積ることができる場合に、

その損失見込額を計上している。
⑧ 不動産事業等損失引当金

将来損失の発生が見込まれる不動産事業等について、その損失額が合理的に見積ることができ
る場合に、その損失見込額を計上している

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社の主たる事業である建設事業においては、工事請負契約に基づき建物等の設計及び施工等を顧

客に提供している。なお、当社の取引に関する主な支払条件は、契約により顧客と合意した支払条件
であり、契約に重要な金融要素は含まれていない。

・一定の期間にわたり収益を認識する方法
建設事業における工事契約に関して、主に長期の工事契約においては一定の期間にわたり履行義務

が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。履行義務の充足
に係る進捗率の見積りの方法は、工事原価総額見積額に対する発生原価の割合(インプット法)で算出し
ている。

・その他の方法による収益の認識
履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない工事については、発生した原価と同額の

収益を認識している（原価回収基準）。また、契約金額が僅少であり、期間がごく短いと合理的に想定
される工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
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（5）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、振当処理の要件を満た
している為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例
処理によっている。

② 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
建設事業におけるジョイント・ベンチャー（共同企業体）に係る会計処理は、主として構成員

の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する方法によっている。

2．会計方針の変更に関する注記
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。
以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用している。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書きに定

める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2022年10月28日。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。なお、当該
会計方針の変更による計算書類への影響は軽微である。

3. 表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）

前事業年度に「特別損失」の「その他」に含めて表示していた「固定資産除却損」（前事業年度15
百万円）と「投資有価証券評価損」（前事業年度６百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業
年度より独立掲記している。

4. 会計上の見積りに関する注記
（１）一定の期間にわたり収益を認識する方法における見積り
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

完成工事高 314,867百万円
工事損失引当金 1,214百万円

② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結注記表「（会計上の見積りに関する注記）１．一定の期間にわたり収益を認識する方法におけ

る見積り」に記載した内容と同一である。
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（２）完成工事補償引当金
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

完成工事補償引当金 1,829百万円

② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結注記表「（会計上の見積りに関する注記）２．完成工事補償引当金」に記載した内容と同一で

ある。

５. 追加情報
(取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結注記表「（追加情報）」に記載した内容と同一である。

6. 貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産

下記の資産を関係会社等の借入金他の担保に供している。
建物・構築物 225百万円
土地 36百万円
投資有価証券 290百万円

計 553百万円
（2）有形固定資産の減価償却累計額 39,522百万円
（3）保証債務 9,764百万円

子会社等の金融機関からの借入金に対して、債務保証を行っている。
（4）損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで

表示している。なお、損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引
当金に対応する額は166百万円である。

（5）貸出コミットメント総額 15,000百万円
借入実行残高 −百万円

（6）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 4,894百万円
長期金銭債権 7,803百万円
短期金銭債務 40百万円
長期金銭債務 760百万円
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7. 損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

売上高 3,682百万円
売上原価 586百万円
営業取引以外の取引高 207百万円

（2）売上原価のうち工事損失引当金繰入額 116百万円

8. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 2,320,645株

9. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
減損損失 1,607百万円
退職給付引当金 1,537百万円
賞与引当金 1,396百万円
貸倒引当金 633百万円
完成工事補償引当金 562百万円
工事損失引当金 371百万円
不動産評価損 260百万円
投資有価証券評価損 33百万円
その他 2,789百万円

繰延税金資産 小計 9,193百万円
評価性引当額 △3,736百万円

繰延税金資産 合計 5,456百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △4,978百万円
買換資産圧縮積立金 △386百万円
その他 △358百万円

繰延税金負債 合計 △5,723百万円
繰延税金負債の純額 △267百万円
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10. 関連当事者との取引に関する注記
（単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末

残高
子会社 西松台灣投資股份

有限公司
直接
100% 債務保証 債務保証

（注1） 9,764 − −

関連会社 Japan Wind Farm
Construction(株)

直接
28.5% 資金の援助 資金の貸付

（注2） 525 長期
貸付金 6,699

（注）１ 子会社の金融機関からの借入金に対する債務保証を行ったものであり、取引額には債務保証の
期末残高を記載している。

２ 資金の貸付については、市場金利を勘案し、利率を合理的に決定している。

11. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 4,187円00銭
（2）１株当たり当期純利益 444円26銭

12. 重要な後発事象に関する注記
該当事項なし。
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